
マイナ保険証への移行概要

資格確認書

マイナ保険証

資格情報の
お知らせ

マインナンバーカード
 市区町村窓口にてマイナンバーカードを
作成後、自身でマイナンバーカードの保
険証利用登録を行う。

 カードリーダーが設置されている医
療機関を受診する際、カードリー
ダーにマイナンバーカードをかざして
利用。

名称 形状 取得方法 使用場面・利用方法

プラスチックカード型

紙製カード型

 24年12月1日以降の資格取得は資
格取得時に発行希望有無を申請。

 現行保険証の保有者は、25年秋時点
でマイナ保険証の利用登録がない場合
に、健保が職権にて発行。（申請不要）

 24年12月1日以降の資格取得時に
申請なしで発行。（マイナポータルの「わたしの
情報」でも代用可）

 24年9月末までの加入者には24年10
月末に送付。

 マイナ保険証をお持ちでない方が
医療機関を受診する際、医療機
関に提示。

 カードリーダーがー故障・未設置の
医療機関を受診する際、「マイナ
保険証」と「資格情報のお知らせ」
を併せて医療機関に提示。

保険証
 入社時に会社から取得届が提出される
ことにより、健保にて発行。（24年11月29
日までの健保決裁完了分まで発行。以降は新規
発行停止。）

 医療機関に提示して利用。

マイナンバーカードの
電子証明書の有効

期限まで

有効期限

29年11月11日まで

資格喪失するまで

経過措置期間
終了まで

(25年12月1日まで)

自身で切り取り

保険証と同じ大きさで、黄色

プラスチックカード型
ピンク色

資格確認書

オリンパス健康保険組合

資格情報のお知らせ

オリンパス健康保険組合

健康保険

オリンパス健康保険組合

―

返却

資格喪失時に返却

25年12月1日
以前に資格喪失
の場合は返却

返却不要

被保険者証


